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第１章 フロン排出抑制法とは 

 

フロン排出抑制法の目的は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に積極的に取り組むことが重要である

ことに鑑み、フロン類の大気中への排出を抑制するため、フロン類の「使用の合理化」及び特定製品に使用され

るフロン類の「管理の適正化」を進めることによって、現在・将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与す

るとともに人類の福祉に貢献することである。 

法律の対象は、フロン類のライフサイクル全体にわたっており、主として以下の５つの事項について規定され

ている。 

なお、本手引きにおいては、主に、（３）の第一種特定製品の管理者（廃棄等実施者を含む。）及び（４）のうち

第一種特定製品の整備者に関する措置について解説している。 

表 1 用語の解説 

※ 「使用の合理化」とは 

フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をも

たらさないもの（フロン類代替物質）の製造等、フロン類使用製品に使用されるフロン類の量を低減させ

ること等により、フロン類の使用を抑制すること。 

※ 「管理の適正化」とは 

特定製品の使用等に際しての使用されるフロン類の排出量の把握、充塡、回収、再生、破壊その他

の行為が適正に行われるようにすることにより、当該フロン類の排出の抑制を図ること。 

 

 

＜フロン類の使用の合理化に係る措置＞ 

（１）フロン類の製造業者等が講ずべき措置（法第９条～第 11 条） 

○フロン類の製造業者等は、国が定める「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項」に従い、製

造・輸入（以下「製造等」という。）が行われるフロン類のＧＷＰ（地球温暖化係数）の低減及び当該フロン類

の製造等の量の削減等のフロン類の使用の合理化に取り組む。 

 

（２）指定製品の製造業者等が講ずべき措置（法第 12 条～第 15 条） 

○国は、我が国において大量に使用され、かつ、相当量のフロン類が使用されているものであって、その使用

等に際してのフロン類の排出の抑制が技術的に可能な製品を「指定製品」として政令で指定する。 

○指定製品の製造業者等は、国が定める「指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項」に従い、指

定製品に使用されるフロン類のＧＷＰの低減及び当該フロン類の使用量の削減によるフロン類の段階的な

削減に取り組む。 
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＜特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に係る措置＞ 

（３）第一種特定製品の管理者が講ずべき措置（法第 16 条～第 26 条） 

○第一種特定製品の管理者は、国が定める「第一種特定製品の管理者の判断の基準」に従い、管理する第

一種特定製品の設置環境・使用環境の維持保全、簡易点検・定期点検、漏えいや故障等が確認された場

合の修理を行うまでのフロン類の充塡の原則禁止、点検・整備の記録作成・保存等を行うことを通じ、使用

時におけるフロン類の漏えい防止に取り組む。 

○管理者のうち一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定漏えい量等を国に報告する。また、国はその

算定漏えい量等を公表する。 

 

（４）第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品からのフロン類の回

収（法第 27 条～第 49 条） 

○第一種特定製品へフロン類を充塡し、又は第一種特定製品からフロン類を回収することを業として行おうと

する者は、「第一種フロン類充塡回収業者」として、都道府県知事の登録を受ける。 

○第一種特定製品の整備者は、当該機器にフロン類を充塡する必要があるときや、当該機器からフロン類を

回収する必要があるときは、充塡又は回収を、「第一種フロン類充塡回収業者」に委託する。 

○第一種特定製品を廃棄しようとする管理者（廃棄等実施者）は、第一種特定製品に充塡されているフロン類

を、「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡す。 

○「第一種フロン類充塡回収業者」は、フロン類の充塡、回収を行う際には、それぞれ充塡に関する基準、回

収に関する基準に従う。 

○「第一種フロン類充塡回収業者」は、回収したフロン類について、自ら再生する場合を除き、「第一種フロン

類再生業者」又は「フロン類破壊業者」に引き渡す。 

○第一種特定製品廃棄等実施者は、引取証明書の写しを、「第一種特定製品引取等実施者」に交付する。 

○引取証明書の写しの交付を受けた場合などフロン類の放出のおそれがない場合を除き、第一種特定製品

の引取り等を禁止する。 等 

 

（５）第一種特定製品から回収されたフロン類の再生、フロン類の破壊（法第 50 条

～第 73 条） 

○フロン類の再生業を行おうとする者は、「第一種フロン類再生業者」として、国（環境大臣及び経済産業大臣）

の許可を得る（第一種フロン類充塡回収業者による一定の要件を満たす再生行為を除く。）。 

○フロン類の破壊業を行おうとする者は、「フロン類破壊業者」として、国（環境大臣及び経済産業大臣）の許

可を得る。 

○「第一種フロン類再生業者」及び「フロン類破壊業者」は、引き取ったフロン類について、それぞれフロン類

の再生に関する基準又はフロン類の破壊に関する基準に従って、再生又は破壊を行う。 等 

 

なお、この他にも、費用負担（法第 74 条・第 75 条）、情報処理センター業務（法第 76 条～第 85 条）、「みだ

り放出の禁止」などの雑則（法第 86 条～第 102 条）、罰則（法第 103 条～第 109 条）が定められている。 
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図 1 フロン排出抑制法の概要 

 
 

 

 

  


